
 

 

 

一 一 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
の
新
旧
対
照
表
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 

行 
 

 

目
次 

目
次 

 
 

第
一
章
～
第
三
章 

（
略
） 

第
一
章
～
第
三
章 

（
同
上
） 

 
 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件 

第
一
節
～
第
四
節
の
二
十
三 

（
略
） 

第
四
節
の
二
十
三
の
二 

八
〇
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無

線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
四
） 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件 

 

第
一
節
～
第
四
節
の
二
十
三 

（
同
上
） 

 

 
 

第
四
節
の
二
十
四
～
第
九
節 
（
略
） 

第
四
節
の
二
十
四
～
第
九
節 

（
同
上
） 

 
 

第
五
章
・
附
則 

（
略
） 

第
五
章
・
附
則 

（
同
上
） 

 
 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線
設
備
の
機

能
に
支
障
を
与
え
な
い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等
し
い
疑
似
空
中
線
回

路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路
の
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線
設
備
の
機

能
に
支
障
を
与
え
な
い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等
し
い
疑
似
空
中
線
回

路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路
の
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

２
～
24
（
略
） 

２
～
24
（
同
上
） 

 
 

25  

七
一
㎓
以
上
八
六
㎓
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
（
以
下
「
八

〇
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
」
と
い
う
。
）
の
受
信
装
置
に
つ
い

て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 

 

周
波
数
帯 

副

次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度 

帯
域
外
領
域
に
相

当
す
る
帯
域
（
注

１
） 

任
意
の
一
㎒
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ

ッ
ト
以
下 

ス
プ
リ
ア
ス
領
域

に
相
当
す
る
帯
域

（
注
２
） 

任
意
の
一
㎒
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
五
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ

ト
以
下 

   

  

 
 

注
１ 

中
心
周
波
数
か
ら
別
表
第
三
号
２
に
規
定
す
る
帯
域
外
領
域
の
周
波
数
ま
で
（
占
有

周
波
数
帯
幅
の
周
波
数
帯
を
除
く
。
）
の
周
波
数
帯
を
い
う
。 

注
２ 

中
心
周
波
数
か
ら
別
表
第
三
号
２
に
規
定
す
る
帯
域
外
領
域
の
周
波
数
ま
で
以
外
の

周
波
数
帯
を
い
う
。 

 
 

 

別紙２ 



 

 

 

二 二 

第
四
十
九
条
の
二
十
一 

五
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継

局
、
陸
上
移
動
局
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
携
帯
基
地
局
及
び
携
帯
局

（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
九
条
の
二
十
一 

五
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局

及
び
陸
上
移
動
局
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一
～
十
二 

（
略
） 

一
～
十
二 

（
同
上
） 

 
 

２ 

五
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
（
空
中
線
電
力
が
〇
・

〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
、
第
五
号
（
陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び

第
十
二
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

五
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
（
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
、

第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

一 

（
略
） 

 

一 

（
同
上
） 

 
 

 

二 

送
信
装
置
の
空
中
線
は
、
次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

二 

送
信
装
置
の
空
中
線
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 
 
 

イ
・
ロ 

（
同
上
） 

 
 

 

三
・
四 

（
略
） 

 

三
・
四 

（
同
上
） 

 
 

第
四
節
の
二
十
三
の
二 

八
〇
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の

無
線
設
備 

 
 

 

（
八
〇
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
四 

八
〇
㎓
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無

線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。 

二 

空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

三 

送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

 
 

 

別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
）

 
別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
）

 
 

 

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
（
略
）

 
周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
（
同
左
）
 

 
 

注
１
～

33
（
略
）
 

注
１
～

33（
同
左
）
 

 
 

34
 
 
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定

す
る

値
に

か
か

わ
ら

ず
、

指
定

周
波
数
帯
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
無
線
設
備
に
指
定
す
る
周
波
数
の
指
定
周
波
数
帯
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
。
 

34 
 
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定

す
る

値
に

か
か

わ
ら

ず
、

指
定

周
波
数
帯
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
無
線
設
備
に
指
定
す
る
周
波
数
の
指
定
周
波
数
帯
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
。

 

 
 

(1
)～

(4)
 
 （

略
）

 
(1)

～
(4)  （

同
左
）

 
 

 



 

 

 

三 三 

(
5)

 8
0G
Hz

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

 
 

 
 

3
5～

5
2 

（
略
）
 

35～
52 

（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
二
号
（
第
６
条
関
係
）

 
別
表
第
二
号
（
第
６
条
関
係
）

 
 

 

第
1～

第
59
 
（
略
）

 
第

1～
第

59 
（
同
左
）

 
 

 

第
6
0
 

80
GH
z
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数

帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
５

GHz
と
す
る
。

 

 
 

 

別
表
第
三
号
（
第
７
条
関
係
）

 
別
表
第
三
号
（
第
７
条
関
係
）

 
 

 

１
～
33

 
（
略
）
 

１
～

33 
（
同
左
）
 

 
 

34
 
５
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
、
陸
上
移
動
局
、
携

帯
基
地
局
及
び
携
帯
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る

値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

 

34
 
５
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
陸
上
移
動
局
の

送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

 

 
 

35
～
51

 
（
略
）
 

35～
51 

（
同
左
）
 

 
 

52
 
80
GH
z帯

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度

の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

周
波
数
帯
 

帯
域
外
領
域

 
ス
プ
リ
ア
ス
領
域

 

不
要

発
射

の
強

度
の

許
容
値
 

任
意
の
１

M
Hz

の
帯
域
幅
に
お
け
る

尖
頭
電
力
が

1
00μ

W
以
下

 

任
意
の
１

MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る

尖
頭
電
力
が

5
0μ

W
以
下

 

 
 

 

53
 
総
務
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
１
か
ら

52
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
値
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

52 
総
務
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
１
か
ら

51
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
値
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


